
「市営住宅入居者」募集

　　５月８日（金）～６月５日（金）
　　※受付時間　午前８時30分～11時30分
　　　　　　　　 午後１時～５時（土・日・祝日を除く）

◆家賃
　�入居者の収入などにより、それぞれ異なります。詳
しくは、市役所建設課にお問い合せください。
◆敷金など
　�敷金は、家賃の３カ月分です。また、駐車場保証金
として駐車場使用料の３カ月分が必要です。
◆入居者資格
　下妻市営住宅管理条例で定める資格に該当する方
　　�所定の申込書に必要事項を記入の上、市役所建設
課（庁舎２階）に持参してください。入居申し込み
は、１世帯につき１カ所に限ります。

◆入居予定時期　令和８年８月下旬以降
◆その他　
◇入居の際には、保証人が必要となります。
◇�募集住宅の概要は市ホームページをご覧
ください。

　　建設課　☎45-8127
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６月１日は 「人権擁護委員の日」

人権擁護委員とは、法務大臣から委嘱された民間ボラ
ンティアで、人権相談を受けたり、人権の考えを広め
る活動をしており、市では現在８人の人権擁護委員が
活動しています。
お困りのことがありましたら、お気軽にご相談くださ
い。関係機関と協力・連携し、問題解決のお手伝いを
します。

◆各種人権相談窓口
◇電話相談　月曜日～金曜日（休日除く）
　　　　　　午前8時30分～午後5時15分
　みんなの人権110番　　　☎0570-003-110
　こどもの人権110番　　　☎0120-007-110
◇インターネット人権相談  （24時間受付）
　　　  https://www.jinken.go.jp/

　　福祉課　☎43-8246

HP
定
問問

自動車税は納期限までに納めましょう

自動車税は、毎年４月１日現在の所有者の方などに課
税されます。
納税通知書が届いたら、６月１日（月）までに納めま
しょう。
金融機関・郵便局・コンビニのほか地方税お支払サイ
トからクレジットカード等による納付もできます。
なお、心身に障害のある方で一定の要件を満たす場合
は、申請により自動車税を減免する制度があります。
受付期間は納期限（６月１日）までですのでご注意くだ
さい。
詳しくは筑西県税事務所におたずねください。
＊�軽自動車税については、市役所へお問い合わせくだ
さい。
　茨城県筑西県税事務所　収税第一課
　☎0296-24-9190

「市民清掃デー」を実施します

　　５月31日（日）午前８時～
　　※防災行政無線での周知は行いません
　　※�実施日当日が荒天の場合や自治区の行事などに

より都合がつかない場合は、実施日前後の週末
などに自主的な取組みをお願いします

◆対象ごみ
　�道路や広場などに散乱している「かん・びん・紙くず」など
　※会社や店舗から出たごみ、産業廃棄物は除く
◆ごみ袋の配布方法
　�自治区長を通じて、各世帯に指定ごみ袋を配布しま
す。（自治区長には総務課から送付する「自治区長の
手引き」に同封いたします）
◆ごみの収集
　実施当日に出たごみの収集は行いません。
　※�収集したごみは、「ごみ収集カレンダー」の収集日
にあわせ、地域の集積所に出してください

　　環境課　☎43-8234 
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防災行政無線のテスト放送

市では年６回の防災行政無線のテスト放送を行いま
す。内容は、全国瞬時警報システム（Jアラート）の全
国一斉情報伝達訓練（４回）及び緊急地震速報訓練（２
回）となります。

　　消防防災課　☎43-8306
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イネ縞葉枯（しまはがれ）病対策
ラジコンヘリコプターによる空中防除の実施について

　　6月17日（水）（雨天順延）
　　午前４時30分～正午（予定）
　　各地区水稲作付ほ場（高道祖地区、大形地区を除く）

　　茨城県西農業共済組合　損防果樹課
　　☎0296-30-2914
　　茨城県西農業共済組合　実施本部
　　（実施期間中）
　　☎0296-28-3400
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7月の「セット健診」　ご案内

「セット健診」は、「健康診査」と「胃がん検診」が同時
に受けられます。
健診内容など、詳しくは保健センター予定表または市
ホームページをご覧ください。

　　７月２日（木）３日（金）５日（日）
　　各日午前８時～午前11時（30分ごと）
　　市保健センター
◆予約方法・予約受付期間
　〇LINE・インターネット
　　５月25日（月）午前９時～28日（木）午後５時

　〇コールセンター
　　５月26日（火）～27日（水）
　　各日午前９時～午後５時
　　☎：0570-077-150
※�予約申込期間最終日以降の予約や変更は、健康づく
り課にお問い合わせください。

　　健康づくり課　☎43-1990
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マイナ保険証が医療福祉費受給者証
（マル福）として使えるようになります

※対応の医療機関のみ

受給者証（マル福）をお持ちの方が医療機関等を受診す
るときは、窓口でマイナ保険証等と紙の受給者証（マ
ル福）の提示が必要でしたが、令和８年４月から、一
部医療機関においてマイナ保険証１枚で受診できるよ
うになります。なお、現時点では未対応の医療機関・
薬局等もあるため、医療機関等受診の際は、念のため、
紙の医療費助成受給者証（マル福）も併せてお持ちくだ
さい。

◇紙の受給者証（マル福）も、これまでどおり発行します。
◇�マイナンバーカードを受給者証（マル福）として利用
するためには、マイナ保険証の利用登録が必要です。

◇�対応の医療機関・薬局等は右の二次元コードからご
確認ください。

　　保険年金課　☎43-8326
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軽自動車税の減免

市では、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳などをお持ちの方で、一定の
要件を満たす場合、軽自動車税の減免を受けられる制
度があります。
減免を希望する方は、申請期限までに必ず申請してく
ださい。
なお、前年と同じ車両の場合に限り、郵送でも申請可
能です。申請方法を確認のうえ、期限までにお手続き
ください。

◆申請期限　　　
　６月１日（月）まで　期限厳守
　
※�一定の要件については、税務課までお問い合わせく
ださい。

※�減免できる車は、普通自動車または軽自動車（バイ
クを含む）のいずれか1台です。

軽自動車税の減免について
　　税務課　☎43-8192

障害者手帳等について
　　福祉課　☎43-8352

定
問問

定
問問

しもつまエール2026しもつま物価対策支援券

市では、物価高騰の影響を受けている市民の生活支援
と地域経済の振興を目的として、１冊5,000円分のし
もつまエール2026しもつま物価対策支援券を市民全
員に無償で送付します。取扱店チラシは６月10日の広
報紙と併せて配付するほか、市ホームページに掲載し
ます。

　　�令和８年５月１日現在、下妻市に住民登録がある
全住民

　　※�75歳以上で条件を満たした方には別に追加送付
あり

●送付時期　�令和８年６月中に各世帯主宛に世帯人数
分を送付

●使用期間　令和８年７月１日（水）～
　　　　　　令和８年９月30日（水）
●注意事項　・事前申し込みは必要ありません
　　　　　　・�いかなる理由でも再発行はいたしません

ので、破損・紛失等にご注意ください。
　　　　　　・�取扱店チラシ掲載後の追加取扱店情報

は、市HPに掲載します

　　商工観光課（支援券事業全般について）
　　☎45-8993
　　長寿支援課（75歳以上の支援券事業について）
　　☎45-8123
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